
軍
人
勅
諭
の
成
立
と
西
周
の
憲
法
草
案
⇔

西
面
の
「
憲
法
草
案
」

（上）

梅
　
漢

昇

　
　
　
　
　
　
凡
　
　
　
例

一
、
1
・
韮
・
盈
と
三
枚
に
書
か
れ
た
の
は
井
上
毅
の
批
評
で
、
何
れ
も
各
々

　
半
折
し
て
最
初
に
綴
込
ん
で
あ
る
。

コ
、
草
案
の
全
丈
は
四
二
枚
の
用
紙
に
書
か
れ
、
各
紙
岸
向
っ
て
窟
下
に
ア
ラ

　
ビ
ヤ
数
字
、
左
下
に
日
本
数
字
が
記
入
さ
れ
、
半
折
さ
れ
て
綴
じ
て
あ
る
。

　
例
え
ば
2
一
折
目
一
二
で
用
紙
一
回
分
で
あ
る
。

三
、
　
「
編
次
大
意
」
は
条
文
の
欄
外
に
あ
る
が
、
い
ま
便
宜
上
そ
の
記
載
さ
れ

　
て
い
る
頁
の
最
初
に
置
い
た
。

四
、
修
正
加
筆
の
部
分
を
示
す
に
は
当
該
文
字
の
右
傍
に
一
本
の
傍
線
を
以
て

　
示
し
、
廃
除
さ
れ
た
原
案
又
は
字
句
は
（
　
）
を
以
て
か
こ
ん
だ
。

五
、
修
正
加
筆
は
加
墨
、
加
朱
の
＝
通
が
あ
る
が
、
特
に
示
す
亀
の
以
外
は
特

　
に
そ
の
区
別
を
示
さ
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

六
、
　
「
増
補
」
の
右
肩
の
○
は
す
べ
て
朱
印
、
（
西
）
は
西
の
認
印
で
あ
る
。

七
、
　
〔
　
〕
は
す
ぺ
て
筆
者
の
謎
詑
で
、
　
〔
P
〕
は
そ
れ
と
判
読
し
5
る
も
の
、

　
〔
不
明
〕
は
抹
消
さ
れ
て
不
明
の
も
の
を
示
し
た
。

〔
表
紙
〕草

案

（
西
）
　
西
　
　
周
　
　
案

（

憲
法
及
・
井
上
氏
之
批
評

〔
乗
字
〕

　
　
　
偽
麟
程
面
白
キ
丈
鍛
目
ナ
リ

一
閲

　
　
　
鄭
重
保
存
ア
リ
タ
シ

西
　
紳
　
六
　
郎

　
　
　
ラ

　
　
　
（
西
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ

　
　
　
（

西
氏
之
艸
案
宅
他
之
私
擬
案
之
比
二
お
ら
に
十
分
用
慧
之
著
撰
と
奉
三
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
疑
点
は
藁
箒
開
ス

一
政
府
ハ
大
政
宮
省
庁
元
老
院
代
議
院
司
法
部
所
栽
以
て
成
ル
条
如
何

一
行
政
権
ハ
天
皇
二
在
り
と
い
へ
る
ハ
牽
国
之
法
二
因
レ
ル
診
の
な
れ
と
屯

此
李
国
之
条
ハ
白
耳
義
憲
法
栽
模
擬
せ
る
多
の
よ
あ
ま
勿
率
之
成
案
故
二
日

タ
精
緻
裁
悉
さ
硬
親
近
之
独
乙
学
者
之
論
二
従
ヘ
ハ
天
子
ハ
立
法
行
政
之
主

権
を
総
醒
し
た
る
診
の
峯
れ
ハ
偏
二
行
政
権
ハ
天
子
二
在
り
と
い
ふ
愚
暗
得

　
　
楼
門
耳
義
憲
法
ハ
共
和
之
浅
憶
念
ヲ
混
嘱
せ
閲

一
天
皇
ハ
財
政
ヲ
統
理
ス
天
皇
ハ
河
港
道
路
等
之
式
目
ヲ
綜
理
ス
天
皇
ハ
農
工

商
ヲ
勧
励
保
護
ス
鱗
罫
之
条
ハ
不
要
と
存
候

一
外
人
も
人
身
と
財
産
と
ユ
嘗
て
同
一
な
る
政
府
之
保
護
を
享
ク
此
事
今
五
聖
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年
蘭
柔
難
行

一
凶
徒
暴
動
之
時
三
國
旗
ヲ
整
け
三
度
説
論
を
行
ふ
条
ハ
仏
国
二
模
倣
し
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
西
）
　
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
法
な
れ
と
涜
実
用
な
し

一
袖
ぼ
社
祭
祀
ハ
信
仰
之
県
～
非
ス
云
療
条
二
不
膏
早
㎜
可

一
大
統
之
継
承
ハ
国
会
之
認
戴
ヲ
受
ク
条
可
削

一
空
位
ノ
際
各
省
長
官
会
合
し
て
帝
者
之
大
権
栽
假
任
ス
此
条
車
国
二
微
へ
り

　
と
い
へ
と
漫
立
言
不
当

一
皇
儲
ハ
照
込
ヲ
内
閣
二
占
ム
ル
事
遜
近
之
嫌
あ
り
不
可
然

一
元
老
院
ヲ
国
会
之
一
部
と
し
て
代
理
之
性
質
と
な
し
た
る
一
領
国
風
湿
し
て

不
可
用

一
十
万
人
織
付
帰
議
員
を
出
ス
之
比
例
ハ
多
き
λ
過

一
表
雷
ノ
黙
止
可
削

一
立
法
権
ハ
天
皇
国
会
と
合
同
シ
テ
之
ヲ
行
フ
是
亦
独
乙
ノ
主
権
論
二
合
ハ
ズ

一
大
審
院
ノ
藩
主
ヲ
代
議
院
よ
ず
推
薦
を
し
む
る
事
不
可
然

一
天
皇
ヲ
被
告
ト
ス
ル
訴
訟
可
削

一
大
検
事
ヲ
終
身
官
と
ス
ル
事
各
国
比
例
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
西
）
　
運

一
憲
法
修
正
布
告
之
後
両
院
解
散
野
鼠
一
瓢
重
宝

其
他
加
工
就
管
ヲ
望
候

右
ハ
如
餐
一
過
郷
筆
録
ゑ
聯
参
考
之
一
端
二
供
ス
ル
長
講
之
な
り
　
　
　
毅

　
　
　
　
三
十

十
二
月
（
廿
九
）
日
　
　
　
〔
日
付
の
「
廿
九
」
が
斜
に
棒
線
を
も
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
採
消
…
さ
れ
、
「
三
十
」
と
訂
正
さ
れ
て
あ
る
。
）

肉
非
参
議
殿

　
彪
書
面
御
一
覧
後
直
二
被
付
丙
丁
候
事
念
願
致
候

　
　
　
　
（
西
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
　
　
（

編
次
大
意

国
王
有
リ
テ
而
後
二
入
民
有
り
故
二
第
一
篇
国
土
人
民
ヲ
以
テ
着
ト
シ
第
一
章

国
域
ヲ
確
定
シ
次
ク
ニ
第
二
章
直
島
機
上
二
在
ル
人
昆
ノ
事
ヲ
確
定
シ
蒲
シ
テ

覇
レ
カ
臼
・
本
人
民
タ
ル
ヲ
確
定
ス
第
…
一
職
位
ハ
其
入
墨
ノ
権
｝
利
ト
晶
義
務
ト
ニ
シ
テ

両
者
素
ヨ
リ
天
然
ニ
シ
点
仔
ス
ル
白
周
由
ノ
権
糖
利
曲
義
務
ナ
リ
ト
鵬
難
ヘ
ト
モ
糞
漏
出
ノ
度

無
レ
ハ
他
ノ
自
由
二
損
害
ア
リ
況
や
政
令
ノ
下
二
立
ッ
ニ
於
テ
ヲ
や
是
ヲ
以
テ

茸
ハ
自
・
田
権
悩
利
ヲ
伸
ヘ
シ
メ
瞳
随
ヒ
テ
翻
制
限
ス
ル
所
ヲ
知
ラ
シ
ム
門
是
古
パ
田
鶴
一
白
H
由
ヲ

発
達
セ
シ
ム
ル
所
以
ナ
リ
叉
権
利
ア
レ
ハ
義
務
ア
リ
故
二
之
ヲ
終
フ
ル
其
義
務

ノ
大
ナ
ル
淑
着
ヲ
鴬
｝
ヶ
テ
以
テ
此
第
一
敵
羅
ヲ
墾
田
フ
〔
編
次
大
意
　
以
下
朱
字
、
－

頁
　
上
・
左
欄
外
ニ
ア
リ
〕

　
　
　
第
一
篇
　
国
土
（
域
）
井
一
一
人
民

　　

@　
剌
ﾍ
国
域
（
（
国
）
土
地
経
界
ハ
国
ヲ
ナ
ス
ノ
本
質
い
昌
福
川
ト
シ
テ
是
二
及
フ
）

第
・
・
条
　
帝
国
大
日
本
ハ
｛
現
在
ノ
隠
大
鵬
及
梵
ハ
属
嶋
ヲ
以
テ
（
ヨ
リ
）
成
ル

　
痢
小
邦
従
※
本
島
ノ
名
論
…
シ
窮
花
鋏
血
六
ナ
ゾ
愛
シ
ク
團
憲
ヲ
立
ッ
ル
轟
際
シ
其
名
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称
ヲ
命
ス
ヘ
シ
仮
令
ハ
太
ワ
臓
卿
ヲ
召
戸
本
ト
シ
其
次
ヲ
轄
卿
紫
ト
シ
離
ハ
肱
甑
ヲ
四
獺
岡
ト

　
シ
其
次
ヲ
蝦
癖
果
ト
ス
ル
カ
加
押
シ
果
シ
、
テ
舩
…
ル
ニ
及
ハ
、
「
帝
岡
悶
大
冒
n
本
ハ
堤

　
在
ノ
餌
本
筑
紫
四
［
園
［
蝦
爽
ノ
四
ロ
ム
八
島
及
其
属
島
ヨ
リ
成
ル
」
ト
ス
ヘ
シ
属
島

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
」
）

　
ト
ハ
洋
（
原
）
翫
阻
デ
パ
ン
ダ
ン
ス
即
、
一
†
島
佐
渡
隠
岐
対
馬
壱
岐
（
嶋
）
五

　
島
天
草
大
島
沖
縄
伊
豆
（
鴫
）
大
島
八
丈
小
笠
原
島
其
他
ヲ
兼
称
ス
本
地
ヲ

　
賢
本
ト
称
シ
総
称
ヲ
大
日
本
ト
ス
猶
英
倫
蘇
絡
蘭
合
シ
テ
大
掻
玉
瀬
ト
称
ス

　
ル
ト
阿
意
味
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
願
フ
徒
二
宮
ラ
尊
大
ヲ
衰
ス
ル
ノ
意
二
非
ラ
ス

　
シ
テ
嘗
ラ
合
押
当
「
ナ
ル
ヘ
シ

　
　
　
　
　
…
…
…
〔
折
巨
）
…
…
…

第
こ
条
国
内
管
轄
ノ
法
道
国
瀧
村
ノ
別
府
県
ノ
舗
ハ
法
律
二
（
ヲ
）
依
り

　
テ
之
ヲ
定
メ
其
経
界
分
合
モ
亦
法
律
ヲ
以
テ
ス
維
新
後
府
眼
ノ
制
ヲ
創
セ

ラ
レ
タ
レ
ト
モ
五
道
国
ノ
欄
ハ
並
ヒ
存
セ
リ
是
頗
疑
フ
ヘ
キ
　
似
タ
リ
ト
錐

　
ヘ
ト
モ
亦
其
当
ヲ
得
ル
ニ
似
タ
リ
仏
朗
西
ノ
故
プ
ロ
ワ
ン
ス
ト
今
ノ
デ
パ
ル

　
ト
マ
ン
ト
晶
出
ヒ
山
仔
ス
ル
カ
加
押
シ
選
良
翻
…
ナ
リ
散
開
本
丈
此
ノ
加
押
ク
ナ
ラ
サ
ル

　
ヲ
得
ス
其
経
界
分
合
ト
ハ
其
ノ
郡
ヲ
割
キ
其
導
出
併
ハ
ス
ノ
類
比
年
頻
二
二

　
リ
得
ル
所
ナ
リ
此
等
ハ
急
遽
ヲ
要
ス
ル
壌
ナ
ラ
サ
レ
ハ
法
律
ヲ
以
テ
改
正
ス

　
ル
モ
十
分
妨
無
シ

笙
・
・
条

下第
ソ＝二

国章
域

内入
在
ノレ

者民
ノへ

本
曇
ト

外
人
ト

ヲ

問
ノ、

ス

入
民
ト

財
産

ト
ニ

2一一

　
於
テ
詞
一
ナ
ル
権
分
ヲ
膚
シ
政
府
ノ
保
謹
ヲ
享
ク

第
、
、
条
　
臼
本
一
国
罠
ノ
権
剰
ヌ
何
加
川
ニ
シ
テ
之
ヲ
露
ル
カ
バ
法
律
二
依
リ
テ

　
之
ヲ
定
ム
国
乱
ノ
権
利
ト
ハ
奴
隷
こ
セ
ラ
レ
サ
ル
纂
、
壷
中
ノ
児
モ
「
人

　
ト
見
微
ス
重
三
国
二
生
レ
タ
ル
者
二
本
ノ
船
中
ニ
テ
生
レ
タ
ル
者
又
外
婦
ノ

　
本
望
二
嫁
シ
タ
ル
出
屑
等
ナ
リ
齢
地
撫
描
ヲ
失
フ
出
眉
ハ
外
国
へ
帰
ル
物
シ
タ
ル
出
償
緬
脚
国

　
ノ
官
艦
二
二
補
シ
他
国
ノ
兵
役
工
服
ス
ル
出
屑
鹸
7
ナ
リ
（
又
）

第
・
・
条
国
民
ノ
私
権
昇
二
公
権
ヲ
行
フ
ノ
分
限
ハ
法
律
二
依
（
因
）
リ
テ

　
之
ヲ
定
ム
　
私
権
ト
ハ
後
見
人
ト
ナ
リ
証
拠
人
ト
ナ
ル
箏
ノ
権
ナ
リ
公
旋
ト

　
ハ
撫
一
挙
人
ト
ナ
リ
被
選
人
ト
ナ
リ
素
干
ケ
ノ
賞
晶
戦
昌
補
ス
ル
等
ノ
権
ナ
リ

　
　
　
　
　
…
…
…
〔
折
質
∀
…
…
・
・

第
：
条
鍵
・
公
権
・
套
ル
賓
呆
人
蔭
ル
款
蜥
禦
鍍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
諸
）

第
・
・
条
　
臼
本
人
ハ
何
人
ヲ
論
セ
ス
法
律
ノ
禁
ス
ル
二
二
非
レ
ハ
（
昏
自
ノ
）

凡
ヘ
テ
選
鉱
・
隻
ル
事
・
得
環
蹴
難
半
々
無
量

第
・
・
土
器
外
入
ハ
法
律
ノ
許
ス
所
二
割
非
レ
ハ
大
日
本
政
府
ノ
官
］
職
学
理
ス
ル

著
得
・
欝
が
蟹
縮
鞠
献
衡
謬
磯
喋
難
課
螺
論

　
本
政
府
ノ

　
字
ヲ
下
ス

第
・
・
条
外
人
（
国
）
ハ
法
律
ノ
定
ム
ル
所
二
非
レ
ハ
帰
化
ヲ
許
サ
ス
　
帰
化
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ノ
法
ハ
害
留
幾
年
ノ
某
ノ
官

脚七

�
塩
ﾚ
ヒ
樺
戸
二
因
リ
テ
許
ス
等
ナ
リ

に

第
・
・
条
　
…
外
国
一
へ
遷
紳
焚
ヲ
紬
粥
フ
者
ハ
之
ヲ
訪
計
ス
其
不
動
一
二
ハ
所
ム
有
ノ
権
ヲ
失

・
雛
綴
舜
謂
勢
鯵
轡
潮
錨
幾
鋼
名
吟
蠣
灘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
其
徴
兵
期
限
前
後
五
年
以
内
司
馬
ル
者
ハ
戸
主
詳
細

　
晶
剛
二
之
ヲ
夷
ラ
シ
ム

　
（
親
族
）
ノ
故
ヲ
以
テ
之
ヲ
携
フ
ル
ニ
非
門
レ
ハ
之
ヲ
瓢
計
サ
ス

　
戸
主
家
春
ヲ
携
ヘ
テ
濫
移
ス
ル
者
ハ
其
子
孫
十
六
七
歳
ナ
ル
者
其
中
漏
在
ル

　
モ
二
野
瓢
惜
…
二
禺
テ
、
規
避
二
軍
非
ル
事
知
ル
ヘ
シ

　
　
　
　
第
三
章
国
民
ノ
権
利
弁
義
務

第
・
・
条
　
大
日
本
国
民
タ
ル
者
ハ
梼
二
法
律
ノ
定
ム
ル
所
二
選
レ
ハ
法
蓮
二

　
於
テ

　
　
　
　
　
…
…
…
〔
折
目
）
…
…
…

奪
・
・
葎
・
対
・
・
均
亥
・
難
叢
旗
叢
鄭
㌶
源
鑑

　
ヲ
異
轟
ス
ヘ
キ
鰍
継
叉
武
官
ノ
軍
律
等
二
於
テ
ハ
将
校
卜
兵
卒
ト
同
二
犯
ナ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
艦

　
モ
同
一
輻
制
官
二
対
セ
サ
ル
カ
如
シ
然
レ
ト
モ
唐
律
ノ
議
煽
秘
議
功
等
ノ
撫
昆
典
ヲ

　
謂
フ
ニ

　
非
ラ
ス

第
・
・
条
　
法
律
ヲ
以
テ
指
定
シ
タ
ル
法
三
二
告
訴
ス
ル
ハ
何
人
モ
之
ヲ
沮
隔

・
ル
事
養
…
纏
搬
購
薪
藷
砂
〃
繍
隔
フ

増O
補第

・
・
条
　
何
人
ヲ
弘
繭
セ
ス
一
民
由
畢
ノ
訴
「
訟
原
鱈
似
ノ
闘
二
代
雪
頃
人
ヲ
晶
便
用
ス
ル

　
　
ヲ
曲
計
ス
刑
塞
甲
ノ
代
　
冨
入
井
ユ
民
塞
ず
二
於
モ
必
申
小
人
ノ
出
庭
ヲ
要
ス
ル
場
A
ロ

　
　
バ
法
律
二
依
テ
之
ヲ
定
ム
〔
本
条
ハ
上
欄
外
ニ
ァ
リ
〕

第
、
・
条
　
何
入
ノ
所
…
有
タ
ル
ヲ
払
繭
セ
ス
（
モ
）
政
府
公
益
ノ
為
二
豫
メ
賠
償

忍
・
ル
菲
・
ハ
之
・
鰹
・
ル
筆
シ
鍬
興
比
隣
野
鼠
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嬉

晶
弟
、
、
条
　
何
入
ヲ
臨
細
セ
ス
法
律
二
定
メ
タ
ル
一
腸
A
ロ
ヲ
除
四
キ
テ
ハ
判
司
ノ
命
二

　
m
囚
り
壌
捕
ノ
理
由
ヲ
開
ス
ル
令
状
右
〃
ル
ニ
燕
非
レ
ハ
囚
愁
ホ
ニ
付
ス
ル
塞
ボ
ヲ
得
ス

第
・
・
条
　
何
人
ヲ
論
セ
ス
法
待
二
面
テ
其
権
有
リ
ト
布
告
シ
タ
ル
職
権
ヲ
以

　
テ
法
律
二
指
（
規
）
定
シ
タ
ル
乱
用
制
二
三
…
フ
ニ
罪
レ
ハ
（
二
亜
目
セ
ス
シ
テ
）

家
主
ノ
意
志
二
背
キ
其
家
屋
二
入
ル
事
ヲ
得
ス

第
・
・
条
　
各
人
信
書
ノ
秘
密
ハ
窺
フ
事
ヲ
得
ヘ
カ
ラ
ス
但
戦
時
及
罪
犯
ノ
為

　
ニ
ハ

　
　
　
　
　
…
…
…
〔
折
目
〕
…
…
…

　
法
律
二
叉
リ
テ
之
力
欄
…
限
｛
ヲ
定
ム

第
・
・
条
　
何
等
ノ
罪
科
有
ル
モ
犯
罪
者
ノ
財
産
ヲ
没
収
ス
ル
事
ヲ
得
ス

第
・
・
三
三
ソ
裁
判
ハ
其
理
由
ヲ
説
キ
刑
法
ノ
宜
告
ハ
騨
県
侃
～
断
…
ノ
鼎
惣
拠
ス
ル

　
法
律
ノ
条
濤
ヲ
掲
示
ス
皆
公
行
ト
ス

　
…
訟
麩
ハ
噌
公
行
ナ
リ
（
ト
ス
）
然
レ
ト
モ
輔
静
袖
型
風
紀
七
二
…
ス
ル
者
ハ
…
法
律
二
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竈
ム
ル
除
絡
ユ
属
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら

第
・
・
条
何
入
ヲ
論
セ
ス
郵
刷
ヲ
以
テ
其
思
惟
意
見
ヲ
公
布
ス
ル
ハ
預
メ
准

　
可
ヲ
要
ス
ル
事
無
…
シ
但
…
法
律
二
対
シ
｛
日
ラ
其
日
二
任
ス
ヘ
シ

第
・
・
条
凡
ソ
国
民
ハ
各
自
二
当
該
ノ
官
憲
二
対
シ
書
面
ヲ
以
テ
其
請
願
ヲ

　
由
幽
瓜
ス
ル
ノ
権
晒
ヲ
有
ス
但
一
連
衆
甲
一
名
【
ヲ
以
テ
之
ヲ
M
為
ス
ヲ
得
ス

　
麓
ハ
連
衆
一
名
【
繋
り
ス
ル
請
隔
…
ハ
法
二
循
…
ヒ
完
備
繊
シ
タ
ル
ム
試
祉
一
一
ク
ハ
エ
乙
二
准

　
ス
ト
認
可
セ
ラ
レ
タ
ル
者
タ
ル
ヘ
ク
而
シ
テ
其
事
タ
ル
三
社
ノ
詣
畢
雌
木
（
職
堂
T
）

　
二
限
ル
ヘ
シ

　
　
　
　
　
…
…
…
〔
折
目
）
…
…
…

…
弟
・
・
条
　
凡
ソ
国
民
ハ
紙
幅
社
井
二
億
査
謀
ヲ
ナ
ス
ノ
権
有
リ
ト
認
可
ス
侃
静
鑑

　
ヲ
護
ス
ル
為
二
逆
説
ヲ
携
へ
若
ク
ハ
露
場
二
会
ス
ル
ハ
之
ヲ
禁
ス
（
ル
ノ
外
）

　
猶
疇
機
二
応
ス
ル
㎞
処
置
ヲ
詳
カ
ニ
ス
（
シ
四
一
為
二
航
～
ス
）
　
ル
為
二
怯
律
ヲ
以

　
（
章
二
依
リ
）
テ
之
ヲ
規
定
限
制
ス

鱗
叩
・
・
伽
除
　
民
闇
囲
暴
動
ノ
紀
一
リ
タ
ル
ニ
…
除
シ
土
小
三
唱
朋
製
塩
ヲ
受
ケ
サ
ル
聞
ハ
　
（
タ

ル
ニ
非
レ
ハ
）
国
撫
　
ヲ
柵
鱗
ヶ
天
白
翼
及
法
律
ノ
名
一
義
ヲ
以
テ
三
度
解
散
ヲ
説
弧
醐

　
シ
タ
ル
後
二
非
レ
ハ
丘
バ
カ
ラ
用
フ
ル
ヲ
得
ス
〔
本
条
ハ
符
箋
ニ
テ
挿
入
〕

講
・
・
條
　
各
人
ノ
宗
教
ノ
信
仰
ハ
自
在
ナ
リ
但
現
在
所
存
ノ
教
旨
ノ
外
新
二

　
虐
一
派
ヲ
㎜
闘
キ
薪
一
心
幅
邦
ヨ
リ
之
ヲ
移
ス
者
ハ
政
府
ノ
｛
才
弾
ヲ
受
ヶ
法
律
ノ
い
滉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
季
・
レ
ー
ζ
ン
〔
朱
筆
〕

　
脚
制
二
遵
フ
ニ
非
レ
ハ
　
（
住
屋
ノ
外
q
二
）
堂
牢
・
ヲ
動
双
立
シ
躍
教
儀
ヲ
行
ヒ
新
晒
会
ヲ

　
紀
…
シ
教
凶
日
ヲ
高
曇
ス
ル
露
漸
ヲ
〔
本
条
上
欄
…
皿
朱
筆
ニ
テ
「
容
可
ト
ハ
悲
ス
ル

葬
ラ
嚢
入
ル
コ
ト
。
許
ス
ノ
ミ
」
ト
ア
リ
〕
　
　
　
，
五

得
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6

第
・
・
陥
謙
　
一
凡
ソ
｛
圃
民
ハ
何
ノ
慶
爪
派
ヲ
齋
箏
ス
ル
ニ
拘
バ
ラ
ス
私
隔
権
一
公
隔
権
ノ
室
”
有

　
爵
位
官
職
ノ
補
任
二
於
テ
閣
凹
一
ナ
ル
三
分
ヲ
有
ス

　
〔
以
下
朱
筆
〕

　
　
莫
ユ
園
教
ア
リ
諸
属
二
三
教
ア
リ
放
二
二
制
ヲ
要
ス
我
未
タ
其
二
藍
ナ
キ

　
　
モ
預
之
ヲ
艦
翻
フ
ヘ
シ

第
・
・
條
　
教
儀
祭
臨
ハ
ノ
執
編
行
漏
静
詮
二
堂
口
有
ル
者
ハ
法
律
二
依
リ
テ
其
嗣
制
限
ヲ

　
定
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
，

第
・
・
條
　
昏
鋤
晒
会
其
師
長
ト
教
規
二
就
テ
往
復
シ
並
二
身
訓
訓
＾
爺
ヲ
公
布
ス
ル

　
（
ス
ル
）
ハ
自
在
ナ
リ
但
法
律
上
ノ
資
任
ハ
此
限
二
親
（
非
）
ラ
ス
〔
以
下

　
朱
筆
〕
欧
ノ
諸
國
二
羅
馬
新
…
ア
リ
敏
二
之
ヲ
設
ク
我
未
タ
此
無
キ
モ
預
メ
之

　
　
の
ジ

　
ヲ
擢
フ
ヘ
シ

　
　
　
　
　
…
…
…
（
折
口
∀
…
…
・
・

鮪
弟
・
・
條
隙
　
租
脳
桝
二
一
役
目
国
民
ノ
飴
我
務
ナ
リ
｛
呈
上
妖
ヲ
除
一
ク
ノ
〃
外
㎞
網
等
ノ
劃
（
モ
）

　
之
ヲ
御
兄
シ
又
二
二
静
脚
テ
特
許
ヲ
得
ル
｛
畢
右
u
ル
ヘ
カ
ラ
ス
然
レ
ト
モ
之
ヲ
徴
ス

　
ル
ハ
必
法
律
ヲ
ロ
以
テ
ス

第
、
、
條

旧
川
出
毘
爪
酒
器
ノ
紹
荻
（
晶
以
府
ノ
爪
A
債
ハ
）
育
ハ
貫
ハ
（
昏
）
父
凪
曝
掌
綱
ク
ハ

　
之
二
代
ル
山
野
ノ
義
務
タ
リ
政
府
ハ
軸
力
為
二
茸
ハ
駄
津
灘
催
二
任
ス

第
・
・
脚
除
　
闇
円
膚
神
　
社
ノ
祭
縄
ハ
因
心
二
戸
報
シ
軍
書
ヲ
出
品
ス
ル
ノ
申
怠
触
出
テ
僧
…
仰
ノ
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呉
二
非
ス
各
人
ノ
奉
香
ハ
自
在
タ
リ

　
慣
習
ニ
ヨ
（
由
）
り
人
々
ノ
カ
ニ
準
（
応
）

　
在
タ
リ
（
但
祭
儀
二
托
シ
騒
熔
製
ヲ
秘
起
）

○増
補

シ
祀
典
ノ
糾
募
二
二
ス
ル
モ
白
【

軍人勅論の戚立とUtNjの憲法草案（2）（梅漢）

第
・
・
條
　
何
人
ヲ
論
セ
ス
裁
戦
所
二
面
テ
陪
審
タ
ル
ノ
撰
挙
ニ
ハ
応
セ
サ
ル

ヲ
得
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

編
次
大
意
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7

群肌

�
ﾍ
｝
土
ム
屑
り
人
民
膚
レ
ハ
君
・
缶
膚
一
リ
社
ム
寛
成
レ
ハ
　
（
立
ニ
ハ
）
枕
以
還
ウ
ー
ツ
是

｛
臼
然
ノ
理
工
二
雄
昂
二
磯
締
階
楚
二
塁
フ
憎
冊
シ
テ
第
一
中
表
ハ
塞
邦
君
主
ヲ
奉
戴
ス
ル
ノ

主
瞑
万
世
一
系
ノ
万
国
二
野
タ
ル
実
二
斯
二
審
リ
故
二
着
ト
シ
テ
二
二
及
ヒ
大

（
跳
ハ
）
統
ノ
鉦
…
窮
ナ
ラ
ン
ヲ
謀
り
テ
其
瞭
　
（
之
ヲ
確
）
盗
口
鉦
…
カ
ラ
ン
蹴
㍗
ヲ
確
定

ス
即
へ
和
口
気
氏
ノ
精
紬
畔
ナ
リ
〔
以
上
、
朱
筆
、
7
頁
上
欄
…
ニ
ア
リ
〕

　
　
　
第
二
篇
　
帯
　
　
　
室

　
　
　
　
第
一
章
大
　
　
統

第
・
・
条
　
大
臼
本
国
天
皇
ノ
帝
位
ハ
今
上
ノ
知
ラ
シ
給
フ
所
ニ
シ
テ
以
下
各

　
条
ノ
定
…
規
二
循
ヒ
鴇
遅
・
氷
野
正
統
径
椴
剛
ノ
知
ラ
ス
ヘ
キ
細
川
ト
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
コ
ノ
繕
弧
マ
マ
〕

驚
細
、
、
条
　
A
ノ
上
ノ
正
統
ト
ハ
口
癖
后
酬
（
御
名
）
ト
ノ
配
偶
…
ヨ
リ
降
誕
セ
ラ
レ
タ

　
ル
藩
ク
ハ
既
二
入
内
シ
タ
ル
叉
ハ
国
会
ノ
野
芝
二
依
リ
テ
入
内
措
定
ル
ヘ
キ

　
他
ノ
…
照
御
（
膿
妾
）
ヨ
リ
既
二
野
　
誕
セ
ラ
レ
タ
ル
申
膚
ク
ハ
瀞
佼
察
隆
　
誕
セ
ラ
ル

　
ヘ
キ
直
出
屑
二
m
囚
テ
子
養
セ
ラ
レ

　
　
　
　
　
…
…
…
〔
折
目
〕
…
…
…

〔
編
次
大
意
続
キ
〕

第
二
章
ハ
帝
室
貢
納
是
国
庫
ヨ
リ
奉
ス
ル
所
ニ
シ
テ
此
分
画
ナ
キ
時
ハ
君
主
ハ

人
民
へ
対
シ
テ
嫌
疑
有
リ
入
民
慰
主
二
対
シ
テ
心
ヲ
安
ン
セ
サ
ル
所
ア
ル
ヘ
シ

日
一
王
楠
刷
ノ
此
鷺
臨
吋
曾
【
テ
既
脳
双
｛
眉
ラ
シ
メ
ハ
何
如
二
陵
｛
夷
二
至
ル
モ
ふ
人
内
氏
毛
利
氏

奉
献
ヲ
以
テ
御
即
位
ヲ
資
ク
ル
等
ノ
事
無
カ
ル
ヘ
シ
是
皐
寛
此
制
度
無
キ
テ
田

ル
白
竜
A
・
既
二
宮
内
一
省
H
ノ
定
顯
（
御
用
途
）
膚
リ
是
ト
同
船
慧
ナ
リ
ト
錐
ト
モ
・
之
ヲ
漁
慰

法
幽
翠
ス
ル
ハ
麓
ハ
塞
卍
ノ
至
雷
出
ナ
ル
ヲ
示
ス
ナ
リ
（
然
レ
ト
モ
酋
ト
シ
テ
…
欺
二
野

フ
者
ハ
聖
皇
后
ハ
御
一
体
ト
シ
皇
太
后
皇
太
子
等
ハ
其
御
用
途
ヲ
別
ニ
シ
テ
其

義
務
ヲ
全
ク
ス
ル
所
ロ
以
ナ
リ
故
二
曲
諸
条
ヲ
確
崇
備
ス
）
鮪
第
三
出
早
保
櫨
嶺
η
四
出
皐
縦
恨

胤隊

沒
�
K
早
帝
続
ノ
不
日
勿
ヲ
警
固
ナ
ラ
シ
ム
ル
為
二
其
滑
込
堂
ロ
ナ
ル
ハ
多
ク
帯
王
幼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
独
消
ナ
キ
モ
蒋
㎜
廃
交
一
力
∪

弱
二
点
仕
・
マ
ス
時
権
臣
国
ヲ
栖
…
ス
ル
ノ
際
二
在
リ
テ
「
（
シ
久
シ
ク
仮
リ
テ
還
（
反
）

サ
サ
ル
等
ノ
蔽
ヲ
防
ク
）
畢
覚
藤
原
氏
平
氏
ノ
禍
源
藪
二
三
シ
（
専
権
謂
列

（
等
）
）
　
〔
以
上
、
朱
筆
、
七
頁
上
・
左
欄
外
ユ
ア
リ
〕

　
瓢
刷
ヒ
ダ
ル
皇
子
井
二
其
葎
蕎
（
瀦
凋
グ
ハ
皇
女
ヲ
指
ス
）
ヲ
謂
ブ

第
一
条
大
統
ノ
承
継
ハ
大
宗
承
重
ノ
権
二
依
ル
其
変
二
遭
ヘ
ハ
（
リ
テ
嫡

　
庶
（
長
幼
ハ
）
）
庶
ハ
嫡
二
五
ハ
属
ハ
ニ
ム
久
ハ
㎜
福
二
先
ツ
薯
ヲ
得
ス

第
・
・
条
　
万
一
　
今
上
ノ
血
統
鮫
ル
事
有
ル
時
ハ
今
上
至
親
ノ
勇
統
二
移
矧

　
（
リ
）
二
食
二
二
ハ
ハ
血
鳳
脚
ヲ
紘
細
シ
テ
飾
義
属
ヲ
肱
繭
セ
ス

第
、
、
条
　
鑑
識
ナ
ル
偲
吻
ム
蹴
二
男
於
テ
モ
大
統
ノ
承
継
嘉
み
久
（
大
）
ノ
…
外
藩
統
ノ
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親
二
移
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8

〔
編
次
大
意
続
キ
〕

遂
二
鎌
倉
瓢
鰻
肘
ノ
起
ル
一
二
憲
リ
シ
引
（
二
）
醗
…
（
其
源
皆
幼
飢
王
ノ
時
二
存
ス

ル
ハ
其
）
掛
汁
的
然
（
タ
リ
況
や
）
之
ヲ
劉
（
東
西
）
ノ
史
二
徴
ス
ル
モ
其

歴
々
数
フ
ヘ
キ
由
基
ナ
ル
ヲ
や
山
石
勒
日
バ
ク
寡
旧
婦
孤
…
児
ヲ
…
欺
ク
ト
…
機
ノ
慎
シ
ム
ヘ

キ
㎜
篤
ヨ
リ
大
ナ
ル
ハ
莫
シ
　
（
能
四
ク
名
［
状
シ
タ
リ
ト
謂
フ
ヘ
シ
）
故
二
保
徳
四
摂
政

ノ
欝
ハ
殊
更
巴
瓦
規
制
ヲ
郵
璽
ニ
ス
ル
所
ナ
リ

第
五
章
登
極
是
天
下
ノ
大
政
ハ
筍
且
ノ
能
ク
ス
ヘ
キ
ニ
非
ラ
ス
必
粛
敬
ノ
儀
容

ヲ
紳
畝
ケ
上
下
茸
ハ
真
槽
旧
ヲ
表
ム
阜
シ
テ
蛤
…
メ
テ
可
ナ
ル
所
以
ヲ
確
定
ス
所
謂
天
ノ
聰

罐
明
ハ
我
力
【
民
ノ
脳
四
朋
二
二
一
ル
瓢
人
ノ
剛
閉
儒
畏
ハ
我
力
艮
ノ
嘱
W
思
ヘ
ニ
自
ル
ト
云
フ
ポ
順
是

ナ
リ

第
山
ハ
血
日
天
｛
髭
ノ
大
権
…
是
憲
法
ノ
大
・
王
脳
駕
人
山
呈
ハ
行
政
立
法
司
法
ノ
総
主
タ
リ
ト

錐
ヘ
ト
モ
紅
炉
以
二
丁
リ
テ
ハ
其
全
権
糖
タ
リ
故
二
一
凡
ソ
炉
打
励
以
二
管
一
ス
ル
綱
領
ヲ
枚

鴬丁

V
テ
遺
ス
所
…
ナ
シ
旧
以
テ
其
燦
隅
ノ
及
フ
ヘ
キ
（
含
畜
ス
ル
）
所
ヲ
確
定
ス
〔
以

上
、
同
ジ
ク
朱
筆
、
8
頁
膚
。
上
欄
外
侃
ア
リ
〕

　
事
ヲ
得
ス

第
一
条
皇
太
女
統
ヲ
承
ク
ル
時
ハ
其
夫
同
異
姓
ノ
別
無
ク
尊
礼
ヲ
受
ク
ル

　
ト
難
ヘ
ト
モ
朝
政
二
与
ル
事
ヲ
許
サ
ス
其
子
孫
ハ
大
統
ヲ
継
ク
事
ヲ
得
ス

窮
・
・
条
皇
女
既
二
嫁
ス
ル
時
ハ
楽
園
ナ
ル
場
合
二
於
テ
モ
入
り
テ
大
統
ヲ

　
承
ク
ル
ノ
翫
樒
無
…
シ

第
・
・
条

　
入
り
テ

皇
子
ハ
既
二
他
家
ヲ
繰
脚
ク
ト
離
紳
ヘ
ト
モ
ム
入
統
ノ
純
獣
ク
ル
ニ
漁
～
ヘ
ハ

　
　
　
　
　
…
…
…
〔
折
百
）
…
…
・
：

〔
編
次
大
意
続
キ
〕

第
七
章
太
政
富
諸
省
是
行
政
施
設
ノ
大
綱
以
テ
前
章
天
皇
大
権
内
ノ
諸
条
款
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
＝
一
字
状
へ
消
ナ
キ
モ
跡
藷
磨
丈
力
U

如
ノ
統
一
二
属
シ
自
門
ノ
分
派
二
区
ス
ル
ヵ
ヲ
明
示
シ
（
ノ
綜
紀
）
（
分
派
ノ

何
如
ヲ
確
鷺
シ
）
而
シ
テ
天
皇
星
羅
ス
ル
臣
僚
ノ
権
分
責
任
ノ
（
任
ノ
）
大
綱

ヲ
確
定
ス
是
ヲ
三
が
権
中
一
行
政
釧
ノ
大
手
段
ト
ス
〔
以
上
、
朱
筆
派
頁
上
欄

外
「
　
ア
リ
〕

　
之
ヲ
継
ク
事
ヲ
得

第
・
、
条
　
大
統
ノ
継
「
承
ハ
此
戸
口
法
二
準
シ
A
口
当
ナ
リ
ト
錐
ヘ
ト
モ
必
ロ
国
ム
諏
ノ

　
認
｛
瓢
ヲ
受
ク
而
シ
テ
園
宏
竃
ハ
此
憲
法
ノ
甜
執
守
二
任
ス

第
・
、
条
　
非
常
ナ
ル
時
勢
二
困
テ
大
締
脚
継
脚
承
ノ
露
玉
於
テ
変
改
ヲ
要
ス
ル
ニ

　
〔
p
〕

　
（
時
）
至
り
テ
一
天
由
呈
ノ
発
蘇
剛
二
依
リ
第
・
・
条
…
憲
法
静
二
三
ノ
由
華
二
就
テ
規

　
定
セ
ル
条
”
款
ヲ
照
シ
之
ヲ
議
ス
ヘ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
、
、
条
　
此
憲
法
二
糧
…
リ
テ
ハ
該
裏
調
ナ
ル
嗣
主
ノ
得
可
ラ
サ
ル
油
符
二
於
テ
モ

　
前
条
二
同
シ

鱗
㎝
、
、
条
　
簿
（
崩
御
）
二
際
副
皇
太
子
串
公
疋
ラ
ス
或
ハ
嗣
・
王
ノ
雇
い
ク
ル
事

　
有
ル
ニ
遭
ヘ
ハ
　
（
複
数
ヲ
一
以
テ
召
｛
集
シ
タ
ル
）
国
会
ヲ
沼
田
シ
テ
（
二
於
テ
）

　
其
策
ヲ
定
ム
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軍入渤諭の成立と騰局の憲法草案（2）　（梅漢）

第
・
・
条
　
天
皇
ハ
国
会
ノ
許
諾
無
ク
シ
テ
他
邦
ノ
帝
位
王
位
ヲ
践
ム
ヲ
得
ス

第
こ
条
何
如
ナ
ル
場
合
二
於
テ
モ
政
府
ノ
所
在
ハ
国
外
二
才
ス
事
ヲ
得
ス

　
　
　
　
　
…
…
…
〔
折
尺
∀
…
…
・
・

　
　
　
　
第
二
章
帝
室
貢
納

繁
・
・
条
　
今
上
ハ
何
年
何
月
法
律
ヲ
以
テ
奉
献
シ
タ
ル
御
領
ノ
外
二
国
庫
ヨ

　
リ
若
干
百
万
円
ノ
歳
貢
銀
ヲ
享
ケ
（
ク
）
給
フ

此
歳
入
ノ
額
ハ
薪
天
皇
ノ
践
詐
ノ
度
毎
二
法
律
二
依
リ
テ
之
ヲ
規
定
ス
ヘ
シ

第
・
・
条
　
天
皇
ハ
東
京
皇
城
内
宮
殿
其
他
ノ
離
宮
ノ
外
二
西
京
大
坂
某
々
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
～
〕

　
地
二
三
テ
行
宮
ヲ
有
シ
給
…
ヒ
（
ス
）
其
修
財
繕
費
ト
シ
テ
国
費
ヨ
リ
年
々
若
干

　
万
円
ヲ
享
ケ
（
ク
）
給
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
0

第
・
・
条
　
皇
城
富
江
離
富
井
二
宗
廟
陵
墓
ハ
租
税
ノ
外
タ
リ
（
皇
）
三
族
五

等
・
響
ア
ハ
余
税
・
外
・
・
勢
鍬
御
製
霧
融
難
戴

　
ル
（
娼
ス
）
ノ

　
同
学
ル
ヘ
シ

餓
〃
、
、
条
帝
｛
至
ノ
管
一
理
ハ
親
裁
ノ
随
タ
ル
ヘ
シ

辮…

瘡
普
@
慶
添
廟
…
宜
ハ
他
郵
繭
神
社
井
二
肺
陵
墓
ノ
祀
典
ハ
帝
室
管
理
ノ
一
部
ニ
シ
テ

其
費
用
ハ
歳
貢
銀
ヨ
刃
之
ヲ
支
フ

繁
・
・
条
皇
太
后
ノ
歳
製
（
各
年
）
ハ
国
庫
ヨ
リ
蒼
干
万
円
ヲ
供
（
給
）
ス

第
・
・
条
　
皇
長
子
砦
ク
ハ
皇
長
女
其
他
ニ
チ
モ
後
來
柵
立
ノ
憩
室
ル
ハ
天
塁

弟
　
　
　
　
　
…
…
…
〔
折
質
〕
…
…
…

　
一
ノ
隠
　
ト
ニ
シ
テ
成
年
二
｝
艶
リ
給
へ
　
（
レ
）
バ
無
†
一
ノ
礼
ヲ
畢
聖
へ
白
呈
太
子
駕
眉

　
ク
ハ
皇
太
女
ノ
称
号
ヲ
奉
ス
（
ヘ
シ
）

第
・
・
条
　
皇
太
子
若
ク
ハ
皇
太
女
ハ
溺
立
ノ
年
二
至
（
ヨ
）
リ
国
庫
ヨ
リ
毎

　
年
若
干
万
円
ノ
混
入
ヲ
享
ヶ
給
ヒ
（
ク
）
而
シ
テ
大
婚
ノ
年
ヨ
リ
ハ
若
干
方

　
円
二
加
上
ス

　
　
　
　
第
三
章
　
保
　
　
　
簿

第
こ
条
凡
ソ
天
皇
ハ
満
＋
八
歳
女
皇
ハ
満
＋
五
年
ヲ
以
テ
成
年
ト
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

第
・
・
条
　
天
皇
未
成
年
ノ
閥
ハ
皇
族
華
族
ノ
中
数
人
ヲ
以
テ
太
少
保
傅
二
一

　
シ
其
輔
翼
二
三
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

鵬
弟
・
・
条
　
保
隙
ハ
法
律
ヲ
以
テ
其
海
門
制
ヲ
定
メ
法
律
ヲ
以
テ
之
ヲ
P
仕
ス

　
此
魚
期
乗
町
上
ム
累
轄
問
院
ノ
ム
獄
同
二
於
テ
之
ヲ
瓢
次
ス

第
・
・
条
此
法
律
ハ
天
皇
万
寿
ノ
臼
二
当
ル
モ
皇
嗣
幼
少
二
在
マ
ス
時
ハ
之

　
ヲ
定
ム

　
　
　
　
　
…
…
…
〔
折
搭
〉
…
…
：

第
・
・
条
　
保
博
ハ
就
職
ノ
初
二
国
会
両
院
ノ
会
同
二
於
テ
各
其
誓
詞
ヲ
議
長

　
ノ
手
二
由
父
島
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
不
明
〕

第
・
・
条
　
天
墨
斑
脚
ラ
朝
政
ヲ
縢
ヘ
カ
刻
瑠
（
［
一
）
能
ヒ
給
ハ
サ
ル
ノ
状
膚
ル
ニ
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歪
ル
（
リ
）
二
及
ヒ
テ
ハ
牽
不
成
年
ナ
ル
天
盛
識
（
謝
風
太
子
）
ノ
い
為
二
定
メ
タ
ル

保
博
ノ
例
規
第
・
・
条
以
下
二
準
シ
（
循
ヒ
）
聖
体
ノ
必
要
ナ
ル
監
護
側
壁

ス
ヘ
シ
、

（
第
・
・
条
）
第
四
章
摂
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
2

第
へ
、
条
天
皇
未
成
年
二
座
シ
在
ス
聞
ハ
帯
者
ノ
大
権
ハ
一
人
ノ
摂
政
之
ヲ

　
代
理
ス

第
、
・
条
摂
政
ハ
法
律
二
依
リ
テ
之
ヲ
任
ス
而
シ
テ
其
法
律
ハ
幼
主
ノ
（
天

皇
未
）
成
年
二
至
ル
マ
テ
（
ノ
闇
）
摂
政
ノ
継
承
ヲ
規
定
ス
ル
事
ヲ
得

　
此
法
律
ハ
国
会
両
院
ノ
会
同
二
於
テ
之
ヲ
決
ス

　
此
法
縫
昌
（
第
・
・
灸
）
　
ハ
宝
酢
万
繭
秀
ノ
日
二
当
ル
モ
嗣
主
峰
木
成
年
ナ
ル
場
A
ロ

　
ニ
漏
於
テ
ハ
之
ヲ
襯
制
定

　
　
　
　
　
…
…
…
（
折
臼
〕
…
…
…

　
ス
ヘ
シ

第
、
・
条
　
天
皇
側
親
ラ
朝
政
ヲ
購
仙
カ
ス
事
能
ヒ
給
ハ
サ
ル
状
有
ル
ニ
至
ル
疇
ハ

　
帝
者
ノ
大
権
ハ
天
皇
ト
三
二
摂
政
二
三
ラ
シ
ム

（
第
、
、
条
）
旧
事
参
事
院
議
宮
ト
各
省
ノ
長
官
合
議
（
同
）
シ
精
密
ナ
ル
審

　
貫
ヲ
鵬
逐
ケ
タ
ル
後
田
木
シ
テ
鴫
襯
泓
ナ
ル
ニ
至
レ
ハ
速
カ
ニ
国
会
ヲ
（
位
旧
数
二
三

　
テ
）
三
二
濯
シ
委
晶
凹
ノ
塞
甲
情
ヲ
報
出
ロ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
B

鮨
第
・
・
条
　
一
国
会
ハ
其
鵡
遣
ロ
ヲ
審
査
シ
（
倍
…
敷
ニ
テ
辺
洞
集
シ
タ
ル
）
両
院
ノ
ム
幽

　
一
同
二
於
テ
其
二
胡
正
タ
ル
ヲ
認
辮
…
シ
タ
ル
時
ハ
法
律
ヲ
布
出
ロ
ス
ル
法
・
式
二
準
シ

　
幽
日
誌
二
掲
ケ
タ
ル
時
機
ノ
至
り
タ
ル
ヲ
宣
曇
淵
ス

　
蜘
（
旦
）
場
合
二
際
シ
皇
太
子
未
成
年
二
在
ス
疇
ハ
其
満
十
八
歳
二
三
ラ
ス

　
マ
テ
晶
別
輔
弟
、
、
条
二
潅
｝
シ
摂
政
ノ
継
承
ヲ
議
定
ス

第
・
・
条
摂
政
ハ
国
会
両
院
ノ
会
同
二
於
テ
醤
言
ヲ
為
シ
其
議
長
ノ
手
二
交

　
付
ス

　
　
　
　
　
…
…
：
〈
折
爾
〕
…
：
：
・
・

第
・
・
条
　
鋳
・
・
条
天
皇
違
（
不
）
豫
ノ
時
二
際
シ
皇
太
芋
既
二
溝
十
八
歳

　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
不
明
∪

　
二
至
ラ
（
リ
）
シ
瓢
脹
フ
（
□
）
時
ハ
購
い
分
二
於
…
テ
当
然
ナ
ル
漏
出
臨
以
タ
リ

第
・
・
条
　
第
・
・
条
天
皇
違
豫
ノ
場
合
一
一
於
テ
皇
太
子
蒼
ク
ハ
摂
政
其
摂
政

　
職
ヲ
執
行
ス
ル
ニ
至
ル
マ
テ
ハ
第
・
・
条
二
準
シ
（
各
（
内
閣
）
）
各
省
長
官

　
ト
参
事
院
議
官
ト
ノ
会
合
二
於
テ
帝
者
ノ
大
権
ヲ
仮
任
ス

　
万
一
不
已
娼
二
曲
除
シ
幼
沖
ナ
ル
嗣
…
・
王
ノ
摂
慌
以
弗
右
ク
三
士
謡
該
ナ
ル
嗣
・
王
ノ
鮎
獣
ク
ル

　
ニ
遭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
P
〕
　
　
　
　
　
　
1
4

　
フ
時
ハ
摂
政
若
ク
ハ
嗣
主
朝
政
二
臨
マ
セ
ラ
ル
ル
（
ム
）
二
歪
ル
マ
テ
ハ
上

　
条
ノ
三
二
準
ス

　
其
内
閣
参
議
参
事
院
議
由
冨
ト
ノ
ム
苔
同
ハ
其
中
・
ヨ
リ
推
薦
シ
タ
ル
議
長
二
対
シ

誓
言
ヲ
ナ
シ
其
議
長
ハ
更
二
（
再
ヒ
）
国
会
両
院
ノ
会
同
二
三
テ
誓
言
ヲ
ナ

　
ス
ヘ
シ

第
・
・
条
　
摂
政
ヲ
任
シ
若
ク
ハ
皇
太
子
摂
政
職
ヲ
執
行
ス
ル
ニ
当
リ
其
職
ノ
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費
用
ノ
為
二
帝
室
ノ
歳
入
ヨ
リ
分
取
ス
ヘ
キ
回
数
ハ
法
律
二
一
リ
テ
之
ヲ
定

　
ム

　
此
定
額
ハ
摂
政
在
陥
犠
ノ
間
変
改
ス
ル
事
ヲ
得
ス

　
　
　
　
　
…
…
…
〔
折
碍
〉
…
：
…

儲
π
、
、
条
　
晶
弟
、
、
条
臨
避
豫
ノ
事
…
情
ぬ
何
ル
ニ
際
セ
シ
モ
復
常
二
至
り
瓢
膿
フ
（
ル
）

　
下
穿
ヘ
ハ
再
ヒ
法
律
国
玉
リ
該
条
二
一
ヶ
タ
ル
法
律
ヲ
廃
シ
速
カ
ニ
朝
政
ヲ

　
聴
カ
ス
ヘ
シ

　
此
前
令
ノ
廃
止
二
至
ル
マ
テ
ハ
各
省
ノ
長
官
丼
大
鑑
保
講
ハ
国
会
両
院
ノ
求

　
二
応
シ
劉
聖
両
県
ノ
安
否
ヲ
報
出
ロ
ス
ル
三
一
ス
ヘ
シ

第
・
・
条
嗣
童
幼
沖
二
在
マ
シ
当
該
ノ
摂
政
ヲ
得
ル
事
能
ハ
サ
ル
ノ
時
二
際

　
シ
皇
太
后
綿
策
簾
ヲ
以
テ
一
朝
政
二
臨
マ
桑
弓
フ
時
モ
一
総
ヘ
テ
白
目
太
子
摂
漁
以
ノ
例
…

　
　
　
〔
響
ご

　
二
異
ナ
ナ
ル
鯉
争
虹
…
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
5

第
・
・
条
此
懸
法
ノ
第
三
章
第
四
章
ノ
法
律
ヲ
執
行
ス
ル
三
新
天
皇
亮
陰
二

　
際
ス
ル
モ
稽
留
ス
ル
山
畢
無
シ

　
　
　
　
窮
五
章
登
　
　
　
極

簗
・
・
条
　
天
皇
甜
朝
二
臨
ミ
大
政
ヲ
聴
ヵ
ス
ノ
日
二
至
リ
テ
ハ
速
カ
ニ
士
国
辰
ヲ

　
撰
ヒ
東
京
皇
城
宮
中
二
於
テ
国
会
両
院
ノ
会
同
ヲ
開
キ
盛
儀
ヲ
設
ヶ
親
臨
シ

衝
（
有
り
）
テ
国
会
ノ
奉
戴
ヲ
享
ヶ
給
フ

此
会
合
二
於
テ
天
皇
此
憲
法
ヲ
奉
シ
勅
誓
ヲ
宜
ラ
シ
絵
フ

此
（
聖
）
勅
醤
ノ
後
二
同
場
二
於
テ
国
会
奉
戴
ノ
礼
ヲ
衰
シ
議
長
首
ト
シ
テ

三
三
ヲ
奏
シ
続
キ
テ
一
列
ノ
各
位
逐
次
二
蟹
言
ヲ
奏
シ
（
ス
）
テ
事
ヲ
卒
フ

第
・
・
条
此
大
儀
畢
ハ
ル
ノ
後
更
メ
テ
吉
辰
ヲ
ト
シ
城
中
二
於
テ
大
嘗
会
ヲ

　
卸
醸
ケ
登
極
塞
ヂ
成
ル
ヲ
以
テ
視
虐
示
二
出
ロ
ケ
給
フ

　
　
　
　
第
山
野
出
鉱
　
天
皇
　
ノ
　
大
権
胆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
6

第
・
・
粂
　
天
皇
ハ
干
瑚
認
ヲ
受
ヶ
サ
ル
ノ
紘
げ
剃
（
ナ
）
り
各
省
【
ノ
購
某
責
鼻
翼
ス

第
・
・
条
　
行
政
権
ハ
　
天
皇
二
在
り

第
・
・
条
天
皇
ハ
外
縞
国
交
淋
除
二
於
テ
莫
総
理
二
首
一
タ
リ

焔
弟
・
、
鵜
禾
　
天
坦
鴫
ハ
癖
旦
（
宣
戦
ノ
権
）
　
戦
ノ
権
｝
ヲ
有
ス
（
シ
著
聞
フ
　
（
ス
）
）
有

　
事
ノ
日
二
当
リ
テ
垂
直
チ
ニ
国
会
ノ
両
院
二
三
～
（
報
）
知
ヲ
為
シ
併
セ
テ
皇

国
ノ
利
譲
固
ト
霧
（
臨
ノ
為
こ
ス
へ
…
讐
・
ル
ル
（
話

　
刻
（
タ
ル
）
）
塞
ス
解
説
ヲ
附
…
ス

　
　
　
　
　
：
…
…
〈
折
臼
∀
…
：
・
：

第
・
・
条
天
皇
ハ
外
国
ト
ノ
和
好
通
商
井
二
其
他
ノ
盟
約
ヲ
結
ヒ
旦
之
ヲ
鉛

　
定
ス
其
明
皿
約
ノ
条
項
皇
【
国
ノ
利
益
安
寧
ノ
為
二
謀
リ
テ
｛
谷
（
許
）
ス
ヘ
キ
蹴
7

　
タ
レ
ハ
亦
由
鼠
チ
ニ
国
会
両
院
二
通
照
…
ス

　
其
盟
約
土
地
ノ
割
譲
交
換
砦
ク
ハ
条
規
変
更
聴
モ
国
権
二
関
ス
ル
事
ヲ
含
畜

　
ス
ル
ニ
至
リ
テ
ハ
国
会
其
条
規
艶
面
ク
ハ
俊
一
．
珀
（
変
改
）
ヲ
㎞
認
可
ス
ル
ノ
後
二

　
非
レ
ハ
　
天
皇
鈴
定
ノ
権
無
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
7
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第
こ
条
天
塁
ハ
陸
海
軍
二
於
テ
最
上
着
帥
ゐ
権
ヲ
有
ス

第
、
、
条
　
天
｛
呈
ハ
慮
鳩
扇
國
ノ
独
立
ヲ
維
持
シ
境
（
国
）
土
ノ
ゆ
縄
墨
ヲ
士
長
ス
ル

　
v
為
二
総
国
民
ヲ
其
義
鷺
W
二
於
（
ト
シ
）
テ
戦
闘
盛
服
（
従
）
塞
7
セ
シ
ム
ル
ノ

　
権
ヲ
有
ス

燈
削
、
、
条
　
天
曲
霊
ハ
緩
幽
心
二
応
ス
（
備
フ
）
ル
為
二
現
役
後
備
ノ
常
備
…
丘
ハ
ヲ
編

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！
〔
2
〕

　
制
シ
境
土
防
禦
〔
ノ
為
二
国
民
軍
ヲ
編
㎜
制
（
成
）
シ
兼
ネ
テ
海
軍
ヲ
山
允
〔
疋
シ
テ

　
防
禦
改
戦
ノ
用
二
充
ッ

第
、
、
条
　
何
’
如
ナ
ル
時
ニ
チ
モ
外
国
丘
ハ
ヲ
N
払
テ
纂
一
国
ノ
冨
丁
隊
二
中
藁
葺
ス
ル
ハ

　
　
天

　
　
　
　
　
…
…
…
〔
折
目
）
…
…
…

〔
マ
マ
〕

王
国
会
ト
ノ
諮
議
二
番
レ
ハ
之
ヲ
為
ス
事
ヲ
得
ス

第
・
・
条
　
　
（
其
）
徴
兵
法
壮
兵
選
募
法
海
軍
入
兵
法
ハ
皆
法
律
二
依
テ
之
ヲ

　
定
ム
（
執
行
ス
）

　
戦
時
雌
凋
ク
ハ
非
常
ノ
時
二
際
シ
テ
ハ
海
…
年
釣
虻
ス
ヘ
キ
法
律
ヲ
以
テ
徴
丘
ハ
ノ

　
役
期
…
ヲ
帰
処
へ
或
ハ
国
民
軍
ノ
局
部
ヲ
海
外
征
討
二
従
ハ
シ
ム
ル
事
有
ル
ヘ
シ

蟻
細
、
、
条
　
凡
ソ
陸
湖
軍
費
ハ
皆
紅
塵
」
ヨ
リ
支
給
脳
ス
嫌
十
善
供
給
一
瓢
燃
轍
其
他
ノ
課

　
役
鋤
贈
発
ハ
地
鼠
例
規
二
瀧
叩
シ
賠
償
ノ
法
二
依
ラ
ス
シ
テ
ハ
一
人
四
手
ク
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
8

　
…
銀
器
一
村
慧
揖
ク
ハ
…
叛
村
二
其
負
担
ヲ
A
耶
ス
ル
｛
畢
錘
…
シ

　
戦
時
二
係
岬
ハ
ル
特
一
例
ハ
亦
（
之
）
法
律
二
依
テ
之
ヲ
定
ム

蟻
川
・
・
条
　
天
皇
ハ
掴
勅
奏
ノ
別
（
陸
海
軍
ノ
将
　
校
ハ
）
ヲ
一
八
テ
陸
海
雷
州
ノ
将
校

　
　
ヲ
拝
険
↑
シ
其
軍
職
ヲ
任
シ
進
辮
誠
魚
鼻
下
退
職
ス
法
律
ヲ
以
テ
壼
メ
タ
ル
例
規
二

　
　
準
シ
テ
之
ヲ
命
ス

　
陸
海
軍
ノ
恩
給
モ
亦
法
律
二
依
り
テ
之
ヲ
規
竈
ス

　
臨
弟
・
・
久
茶
　
天
皇
ハ
　
　
国
田
用
財
政
二
於
テ
其
統
理
二
首
回
タ
リ
国
［
庵
」
竃
り
給
ス
ル

　
　
官
吏

　
　
　
　
　
　
…
－
〔
折
目
〉
－
…
．
己

　
　
僚
騒
ノ
俸
禄
ヲ
（
ハ
）
限
定
ス

　
　
一
司
法
官
吏
ノ
俸
額
ハ
法
律
二
割
リ
テ
之
ヲ
完
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
マ
マ
）

　
　
天
皇
ハ
此
等
ノ
俸
額
ヲ
国
用
ノ
預
鉾
表
二
登
入
ス

　
　
官
庸
《
ノ
恩
賜
金
ハ
法
律
二
依
リ
テ
之
ヲ
求
ム

第
一
条
天
皇
ハ
造
幣
（
貨
）
ノ
権
ヲ
有
ス
旦
其
徽
号
若
ク
ハ
省
像
ヲ
銭
貨

　
　
代
印
ス
ル
事
ヲ
得
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
P

　
第
・
、
溢
泌
ソ
租
…
祝
ヲ
娼
似
ス
ル
ハ
法
律
ノ
冷
用
依
ラ
サ
レ
ハ
之
ヲ
山
定
立
ス
ル

　
　
ヲ
得
ス
ゴ

　
撫
弟
・
・
条
　
政
府
ヨ
リ
晶
共
債
主
『
対
ス
ル
約
束
ハ
其
保
延
タ
リ
幅
出
戚
倍
ハ
主
ノ
利

　
　
益
ヲ
謀
（
量
）
り
之
ヲ
商
量
ス
ヘ
シ

O
〔
増
補
ノ
ニ
々
ず
ナ
シ
〕

　
第
・
・
条
　
新
に
国
債
ヲ
起
シ
新
二
保
証
ヲ
為
ス
一
斗
国
会
ノ
採
可
ヲ
要
シ
殊

二
代
議
院
ソ
嘉
納
ヲ
得
テ
法
律
ヲ
以
テ
之
ヲ
確
定
ス
ル
ニ
非
レ
ハ
之
ヲ
為
ス

事
ヲ
一
得
へ
　
（
ス
）
カ
ラ
ス
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軍人勅諭ゐ威立と西周の鐵法草案（2）　（梅漢）

第
・
・
条
　
貨
幣
ノ
斤
蟄
品
位
画
譜
直
門
法
律
遵
依
テ
之
ヲ
規
定
ス

賀
幣
ノ
事
務
ヲ
監
視
シ
其
品
位
検
査
第
二
就
テ
ノ
争
案
ハ
法
律
ヲ
以
テ
之
ヲ

　
判
決
ス

　
　
　
　
　
…
…
…
〔
折
欝
〕
：
：
…
・
・

第
・
、
条
　
天
白
灘
ハ
鷹
鑑
杁
ノ
称
号
ヲ
授
（
仮
）
与
ス

凡
ソ
大
臼
本
人
ハ
外
国
ノ
爵
称
ヲ
享
ク
ル
事
ヲ
得
ス

第
、
、
条
　
　
勲
瀞
激
ハ
　
　
天
皇
ノ
発
行
二
由
リ
法
傍
八
二
依
リ
テ
ラ
｝
ヲ
靹
双
ク

　
外
［
國
ノ
鋤
｛
級
一
モ
其
龍
我
務
ヲ
負
帯
セ
サ
ル
者
ハ
　
天
白
遡
ナ
〕
ヲ
｛
孚
ヶ
瓢
煽
ヒ
（
其
）

　
甜
勅
許
二
依
リ
テ
ハ
皇
…
族
モ
之
ヲ
享
ク
ル
｛
畢
ヲ
得

　
何
如
ナ
ル
…
揚
A
ロ
ヲ
鵡
繭
セ
ス
臣
民
ハ
　
天
皇
ノ
特
許
ヲ
享
ク
ル
ニ
非
レ
ハ
動
…

糊
（
章
）
称
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
0

　
位
職
ヲ
受
ク
ル
察
ヲ
得
ス

餓
〃
、
　
、
条
　
　
灯
四
ソ
晶
裁
判
ハ
大
門
口
遊
刷
出
同
中
二
ぱ
於
テ
勅
A
即
ヲ
称
シ
テ
⊥
乙
ヲ
執
行
ス

第
・
、
条
　
天
皇
ハ
晶
裁
個
刊
ヲ
受
ヶ
タ
ル
刑
罰
二
就
テ
減
軽
ノ
権
ヲ
有
ス
（
シ
給
…

　
フ
）

　
（
其
）
軽
罪
ハ
宣
告
ヲ
為
シ
タ
ル
判
司
ノ
意
見
重
罪
ハ
大
審
院
判
事
ノ
意
見

　
ヲ
聴
カ
シ
給
ヒ
タ
ル
後
二
行
ハ
ル
ヘ
シ

　
大
赦
及
赦
罷
渦
ハ
法
律
二
依
ル
ニ
非
レ
ハ
行
ハ
ル
ル
塞
一
無
…
シ

　
　
　
　
　
…
…
…
〔
折
口
〉
…
…
・
・

驚
州
・
・
条
　
天
婁
…
ハ
一
一
鳳
小
治
N
払
上
ノ
（
二
）
聞
二
起
リ
タ
ル
管
理
上
ノ
争
脇
調
和

　
解
セ
シ
ム
可
一
ラ
サ
ル
時
（
者
）
ハ
・
乙
ヲ
勅
裁
ス

輪
弟
・
・
条
　
天
白
甑
ハ
国
…
庫
ヨ
リ
シ
叉
ハ
巻
軸
他
ノ
方
法
ヲ
以
テ
曲
三
田
用
ヲ
支
フ
ル
漕
〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
コ
ヨ
リ
旧
別
二
頚
ヲ
ア
ゲ
〔
申
不
籏
∪

　
（
水
）
港
道
路
橋
堤
等
ノ
請
務
ヲ
綜
理
ス
此
件
二
就
テ
ハ
府
県
会
ノ
議
員
其

　
府
県
内
河
港
道
路
橋
堤
ノ
監
視
二
供
シ
一
般
ノ
法
律
二
循
ヒ
府
県
内
ノ
便
宜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
ヲ
謀
り
例
則
ヲ
設
ヶ
制
可
ヲ
経
事
二
従
フ
〔
此
件
以
下
ハ
後
ノ
挿
入
力
〕

第
、
、
条
　
瓢
〈
皇
ハ
隅
冤
（
伝
）
邑
信
郵
便
ノ
丁
目
束
ヲ
管
回
獺
一
シ
鉄
道
滝
下
灘
ノ
為
二
管
ハ

　
理
ノ
方
法
章
程
ヲ
遵
守
セ
シ
メ
山
林
鉱
山
ノ
為
二
剃
（
禁
）
令
蘂
令
ヲ
定
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
1

第
一
条
天
皇
ハ
農
業
工
業
商
業
ノ
為
二
勧
励
ノ
方
法
ヲ
定
メ
関
門
発
明
通

商
ノ
便
宜
ヲ
謀
り
其
保
護
二
任
ス

　
以
上
三
条
ノ
叢
凱
勝
二
於
テ
事
ノ
一
般
ノ
法
律
二
関
ス
ル
者
ハ
国
ム
｛
ノ
協
蝶
嚥
ノ

　
上
一
二
乙
ヲ
決
シ
其
政
令
二
渉
ル
者
モ
猶
諮
一
詞
二
付
ス
ル
事
項
ル
ヘ
シ

　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
不
明
〕

第
、
・
条
　
教
育
ハ
天
皇
　
（
政
府
ノ
）
　
常
二
監
護
ア
ル
所
ニ
シ
テ
　
（
引

　
（
ス
ル
）
所
…
ト
シ
）
山
甲
小
堂
・
ノ
内
教
鋼
ヲ
…
規
定
シ
置
介
他
面
問
弛
繭
塒
申
ノ
堂
丁
丁
ヲ
齢
皿

　
視
ス

　
　
　
　
　
…
…
…
〔
折
目
〉
…
…
：

　
中
小
学
教
師
ハ
其
才
能
晶
行
ヲ
検
証
ス

天
鍵
ハ
毎
年
大
中
小
学
ノ
景
況
ヲ
詳
カ
ニ
シ
報
告
書
ヲ
以
テ
国
会
二
通
照
セ

　
シ
ム

晶
弟
、
・
条
　
済
「
貧
｛
畢
務
ノ
管
「
理
ハ
天
尚
呈
（
政
府
）
常
二
監
護
ア
ル
（
ス
ル
）
所

　
ト
シ
（
ス
）
法
律
二
言
｛
リ
テ
之
ヲ
規
定
ス
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天
蹴
識
ハ
毎
年
其
景
況
ヲ
詳
カ
ニ
シ
報
批
悶
飛
㎞
ヲ
一
以
テ
【
閣
会
二
通
照
セ
シ
ム

第
、
、
久
雅
　
天
皇
山
二
法
廊
悌
ノ
離
誠
｛
菓
ヲ
国
傘
｛
二
二
何
シ
又
其
他
須
…
要
ナ
リ
弁
定
シ

　
タ
ル
（
給
ヒ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
2

　
発
題
ノ
議
案
ヲ
提
出
ス

　
厨
…
会
ヨ
リ
奏
上
シ
タ
ル
議
案
ハ
天
白
竃
之
ヲ
制
可
シ
山
石
ク
煮
制
可
ヲ
拒
ム
ノ
権

　
〔
2
〕
　
一

　
（
ヲ
）
有
り
（
ス
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
p
〕

第
・
・
条
　
天
皇
ハ
国
会
ノ
両
院
或
ハ
其
一
院
ヲ
解
散
セ
シ
ム
ル
ノ
権
（
ヲ
）

　
有
り
（
ス
）

　
且
鵜
解
散
ヲ
勅
ス
ル
宣
旨
田
（
二
）
　
ハ
同
時
二
三
十
日
以
内
二
新
雪
憐
貝
ヲ
選
挙
シ

　
一
罵
個
月
目
以
内
二
議
縢
…
二
嬢
累
会
（
A
口
）
　
ス
ヘ
キ
由
辮
ヲ
勅
ス

　
　
　
　
第
七
章
　
大
臼
本
政
府
井
二
太
政
窟

第
・
・
条
　
大
日
本
政
府
ハ
太
政
富
（
府
）
及
其
所
属
諸
官
省
庁
元
老
院
代
議

　
院
司
法
部
ヲ
以
テ
成
ル

　
太
政
官
ハ
大
日
本
政
府
ノ
正
庁
（
堂
）
ニ
シ
テ
太
政
大
臣
左
右
大
臣
各
省
ノ

卿
玉
座
ノ
左
右
（
二
班
列
）
二
班
列
シ
制
定
ノ
法
律
詔
令
ヲ
下
付
シ
任
免

　
　
　
　
　
一
〔
不
明
〕

　
購
階
ヲ
宣
広
ス
（
□
）
ル
（
ノ
）
所
タ
リ

内
閣
ハ
玉
座
ヲ
首
座
ト
シ
大
臣
参
議
会
合
シ
テ
万
機
ヲ
議
ス
ル
（
ノ
）
所

　
ダ
リ

　
参
事
院
ハ
内
閣
ヨ
リ
下
付
ス
ル
（
詳
）
｛
識
案
ヲ
（
シ
テ
）
詳
麟
脳
ス
ル
（
シ
テ
）

　
所
タ
リ

　
其
組
織
権
限
ハ
法
律
二
天
リ
テ
之
ヲ
規
定
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
†
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
3

　
皇
太
子
ハ
成
隔
牛
榊
禰
階
眠
二
至
り
給
フ
（
レ
）
　
ハ
其
権
分
ト
シ
テ
班
座
ヲ
当
国
闘
…
二

　
占
メ
融
表
量
目
ノ
一
権
ヲ
膚
ス

第
・
・
条
　
天
皇
ハ
凡
百
ノ
議
案
ヲ
以
テ
内
閣
属
下
シ
其
大
綱
ヲ
議
ス
ル
（
可

〔
？
〕

　
貼
伏
）
後
二
参
事
院
ノ
商
議
二
付
ス
此
離
誠
案
ハ
国
会
二
下
付
ス
ヘ
キ
者
ト
国
会

　
ヨ
リ
奏
ス
ル
者
ト
ヲ
兼
ネ
併
セ
テ
屋
内
寛
阪
ノ
治
理
二
男
ス
ル
皿
策
略
丁
子
モ

　
其
商
議
二
付
ス

　
其
法
律
井
二
詔
勅
ノ
完
了
ス
ヘ
キ
者
ハ
其
後
面
二
参
事
院
経
議
ノ
字
ヲ
記
シ

　
以
テ

　
　
　
　
　
…
…
…
〔
折
目
）
…
…
…

　
之
ヲ
証
ス

　
天
皇
ハ
其
他
一
般
量
綱
ク
ハ
特
別
ナ
ル
切
要
由
畢
件
二
就
テ
参
事
院
ノ
意
見
ヲ
問

　
フ
其
処
決
ハ
専
ラ
内
閣
ノ
議
二
在
リ
然
レ
ト
モ
其
処
決
毎
二
之
ヲ
参
事
院
二

　
通
示
ス

第
・
・
条
　
天
白
一
昨
行
池
魚
ノ
｛
畢
務
ヲ
区
分
シ
テ
宜
M
（
各
）
省
【
ヲ
脳
双
ケ
其
馬
芯
昌
ヲ

　
任
シ
一
叉
随
意
二
之
免
轍
ス

官
省
ノ
長
富
ハ
天
皇
ノ
行
政
権
ト
此
憲
溝
井
二
諸
法
律
ト
梢
閣
渉
ス
ル
駈
二

　
就
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
十
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
4

80　（164）



軍人勅諭の成立と西周の憲法草案（2）　（梅漢）

　
甘
穴
執
行
二
意
ヲ
致
ス
ヘ
シ

第
・
・
条
　
其
責
任
ハ
左
ノ
如
シ

　
第
一
叛
逆
　
　
第
一
一
…
賊
罪
　
第
一
二
櫻
権
　
鮪
第
四
絨
一
慶
　
第
五
ゆ
ル
聾
　
第
山
ハ
失
錨

　
右
ノ
貴
任
ハ
猶
法
律
ヲ
以
テ
之
（
其
）
ヲ
規
定
ス
（
ム
）
之
力
為
二
凡
ヘ
テ

　
天
皇
ノ
処
決
措
置
ニ
ハ
昏
其
部
事
二
関
ス
ル
長
官
玉
璽
ノ
傍
二

　
　
　
　
…
…
…
〔
折
費
〕
…
…
…

　
悪
潮
1
3
刈
（
シ
テ
三
二
任
ス
ヘ
シ
）

富
省
ノ
長
窟
ヲ
監
視
（
弾
劾
）
ス
ル
ハ
国
会
両
院
ノ
権
ニ
シ
テ
（
タ
リ
三
三

　
州
（
元
）
）
弾
劾
ハ
代
議
院
二
按
検
ハ
元
老
院
二
属
ス

第
・
・
条

国
ム
工
醐
㎜
期
ノ
後
雌
凋
ク
ハ
解
…
散
ノ
後
胤
於
テ
繭
畢
変
ノ
血
思
同
趣
二
胡
シ
藤
阻

　
　
　
　
　
〔
其
灘
以
下
臼
ハ
蓮
稲
不
明
）

譲
ヲ
維
詩
ス
ル
為
－
刈
二
臓
器
ず
タ
ル
債
負
詩
藻
㎜
開
セ
サ
ル
者
ハ
天
良
謁
内
閉
開
ヲ
シ

劃
（
内
閣
ノ
）
爾
貢
任
ヲ
以
テ
一
時
布
告
ヲ
発
シ
法
｛
律
タ
ル
ノ
効
力
ヲ
膚
セ
シ

ム
ル
塞
丁
ヲ
得
然
レ
ト
モ
此
布
陣
ロ
バ
置
ハ
開
期
二
歪
リ
速
カ
ニ
両
一
旦
ノ
鯛
恥
可
ヲ
得

テ
軍
ヘ
メ
捌
㎝
二
準
シ
布
比
ロ
ス
ヘ
シ

（
未
　
完
）

執
　
筆
者
紹
　
介

越小朝梅金柴山織
智野尾漢関山本田
武勝直　　英幹武
臣年弘昇恕一雄雄

京
都
大
学
教
授

龍
谷
大
学
講
師

静
岡
大
学
教
授

京
都
大
学
大
学
院
特
別
研
究
生

大
阪
大
学
助
教
授

京
都
大
学
大
学
院
学
生

奈
良
国
立
博
物
館
司
書

京
都
大
学
助
手

81 （165）


